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合板についての製造業者等の認定の技術的基準の一部を改正する件 新旧対照表

○合板についての製造業者等の認定の技術的基準（平成15年3月28日農林水産省告示第544号） （下線部分は改正部分）

改正案 現行

第一 製造業者又は輸出業者以外の外国製造業者の認定の技術的基準 第一 製造業者又は輸出業者以外の外国製造業者の認定の技術的基準

一 製造又は加工、保管、品質管理及び格付のための施設 一 製造又は加工、保管、品質管理及び格付のための施設

１・２ (略) １・２ (略)

３ 品質管理施設 ３ 品質管理施設

(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)

(3) 第三者機関による検定証明を定期的に取得しない場合にあっては、(1)及び(2)に規定する (3) 第三者機関による検定証明を定期的に取得しない場合にあっては、(1)及び(2)に規定する

もののほか、次のアからカまでの場合ごとに掲げる機械器具 もののほか、次のアからカまでの場合ごとに掲げる機械器具

ア～オ (略) ア～オ (略)

カ 特殊加工化粧合板を製造する場合（(ｱ)に掲げる機械器具にあっては１類浸せき剝離試 カ 特殊加工化粧合板を製造する場合（(ｱ)に掲げる機械器具にあっては１類浸せき剝離試

験を行う場合、(ｷ)に掲げる機械器具にあっては摩耗Ａ試験を行う場合に限る。） 験を行う場合、(ｸ)に掲げる機械器具にあっては摩耗Ａ試験を行う場合に限る。）

(ｱ)～(ｵ) （略） (ｱ)～(ｵ) （略）

［削る。］ (ｶ) 退色試験機

(ｶ) (略) (ｷ) (略)

(ｷ) (略) (ｸ) (略)

(ｸ) (略) (ｹ) (略)

(ｹ) (略) (ｺ) (略)

(ｺ) (略) (ｻ) (略)

(4)・(5) (略) (4)・(5) (略)

４ 格付のための施設 ４ 格付のための施設

(1) (略) (1) (略)

(2) 次に掲げる機械器具を備えていること。ただし、格付のための試料の検査を自ら行わない (2) 次に掲げる機械器具を備えていること。ただし、格付のための試料の検査を自ら行わない

場合を除く。 場合を除く。

ア～オ (略) ア～オ (略)

カ 特殊加工化粧合板を製造する場合にあっては、次に掲げる機械器具。ただし、(ｱ)に掲げ カ 特殊加工化粧合板を製造する場合にあっては、次に掲げる機械器具。ただし、(ｱ)に掲げ

る機械器具にあっては１類浸せき剝離試験を行わない場合、(ｷ)に掲げる機械器具にあって る機械器具にあっては１類浸せき剝離試験を行わない場合、(ｸ)に掲げる機械器具にあって

は摩耗Ａ試験を行わない場合を除く。 は摩耗Ａ試験を行わない場合を除く。

(ｱ)～(ｵ) （略） (ｱ)～(ｵ) （略）

［削る。］ (ｶ) 退色試験機

(ｶ) (略) (ｷ) (略)

(ｷ) (略) (ｸ) (略)

(ｸ) (略) (ｹ) (略)

(ｹ) (略) (ｺ) (略)

(ｺ) (略) (ｻ) (略)

(ｻ) (略) (ｼ) (略)

(ｼ) (略) (ｽ) (略)
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(ｽ) (略) (ｾ) (略)

(ｾ) (略) (ｿ) (略)

(ｿ) (略) (ﾀ) (略)

キ・ク (略) キ・ク (略)

ニ～五 (略) ニ～五 (略)


